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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月17日(2020.4.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
 角質溶解剤としてセレニウム含有アミノ酸を含む、患者の角化症を処置するための組成
物であって、前記組成物は、製薬用剤形で眼局所投与に適している、組成物。
【請求項２】
　セレニウム含有アミノ酸はセレニウムメチオニン、または、その薬学的に許容可能な塩
である、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　セレニウム含有アミノ酸はセレニウムシステイン、または、その薬学的に許容可能な塩
である、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　組成物は溶液または液体ゲルとして製剤化される、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　眼局所投与に適している組成物は、眼瞼縁への局所投与に適している、請求項１に記載
の組成物。
【請求項６】
　組成物は、クリーム、ローション、または軟膏として製剤化される、請求項１に記載の
組成物。
【請求項７】
　組成物は、過酸化ベンゾイル、コールタール、ジトラノール、サリチル酸、レチン酸、
アルファヒドロキシ酸、尿素、乳酸、および二硫化セレンから選択される追加の角質溶解
剤または角膜静止剤をさらに含む、請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　組成物はデポー剤製剤であり、ここで、前記組成物は感圧接着剤をさらに含み、感圧接
着剤は、ゴムベースの感圧接着剤、シリコーンベースの感圧接着剤、あるいはアクリル酸
ベースの感圧接着剤である、請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
　角化症は、マイボーム腺機能不全あるいはドライアイである、請求項１に記載の組成物
。
【請求項１０】
　角化症はマイボーム腺機能不全である、請求項９に記載の組成物。
【請求項１１】
　セレニウム含有アミノ酸はセレニウムメチオニン、または、その薬学的に許容可能な塩
である、請求項９に記載の組成物。
【請求項１２】
　セレニウム含有アミノ酸はセレニウムシステイン、または、その薬学的に許容可能な塩
である、請求項９に記載の組成物。
【請求項１３】
　セレニウム含有アミノ酸はセレニウムメチオニン、または、その薬学的に許容可能な塩
である、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１４】
　セレニウム含有アミノ酸はセレニウムシステイン、または、その薬学的に許容可能な塩
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である、請求項１０に記載の組成物。
【請求項１５】
　眼局所投与に適している組成物は、眼瞼縁への局所投与に適している、請求項１１に記
載の組成物。
【請求項１６】
　眼局所投与に適している組成物は、眼瞼縁への局所投与に適している、請求項１２に記
載の組成物。
【請求項１７】
　組成物は０．１％から１０％のセレニウム含有アミノ酸を含む、請求項１に記載の組成
物。
【請求項１８】
　組成物は０．１％から１０％のセレニウム含有アミノ酸を含む、請求項９に記載の組成
物。
【請求項１９】
　組成物は０．１％から１０％のセレニウムメチオニン、または、その薬学的に許容可能
な塩を含む、請求項１１に記載の組成物。
【請求項２０】
　組成物は０．１％から１０％のセレニウムシステイン、または、その薬学的に許容可能
な塩を含む、請求項１２に記載の組成物。
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